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問い合わせ先／市役所議事課議事係 ☎76-8186

尾張旭市民塾尾張旭市民塾

教えたい・学びたい 土・日曜日、

夜の開講も可

　「クレジット会社や携帯電話会社から高額請求をさ
れた」「未成年の子どもがオンラインゲームで高額課
金をしていた」「親に内緒で課金したのだから払いた
くない」という相談を受けることがあります。未成年
者がゲーム利用時に、成人年齢を入力した、親の同
意を得たと入力した、親のアカウントでゲームをした、
という場合は、利用者と対面していないゲーム業者
やデジタルプラットフォームなどで、その条件で高額
利用ができるようになります。
　オンラインゲームの課金も契約です。法定代理人
（親や未成年者後見人）が同意していない未成年者
（18歳未満）の契約は、未成年者本人や法定代理人
が取り消すことができます。これを未成年者取消とい
います。ただし、相手に未成年者が成人だと信じさせ
たり、法定代理人の同意を得たと思わせたりした場

合、未成年者取消は使えません。
　未成年者の高額課金を防ぐためには、法定代理人
は未成年者のゲーム利用を認めたら、未成年者の申
告内容を知っておく、自身のスマートフォンなどにクレ
ジットカード情報を保存しない、クレジットカードやス
マートフォンなどを適切に管理する、決済通知メール
を早めに見る、決済の合計額を把握する、携帯電話
会社やクレジットカードの決済上限を下げる、ゲーム
会社、デジタルプラットフォームや携帯電話会社など
のペアレンタルコントロール（親が子どもの利用環境
を管理する機能）を利用するなどの対策を取りましょ
う。
　困ったときには、早めに市の消費生活センターや県
の消費生活総合センター（☎052‐962‐0999）など
に相談しましょう。

と　き　月・水・金曜日 午前9時～正午　火・木曜日 午後1時～4時
ところ　市役所 消費生活センター

未成年者のオンラインゲーム課金

市の消費生活
相談

ポイント
法定代理人が高額課金の予防対策を取ることで、防げる可能性があります。

市 議 会 定 例 会
令和4年第5回（9月） 　9月市議会定例会が8月30日～9月28日の30日間の会期

で開催されました。一般会計補正予算案などが上程され、慎重
に審議された結果、原案どおり可決、同意などされました。

一般会計・4特別会計・下水道事業会計を補正
　一般会計では、歳入歳出それぞれ19億5,641万2千円を追加し、総額を293億503万4千円としました。歳
入の主なものでは、市税で法人市民税などを1億円、繰越金で8億6,616万4千円を追加するなどしました。
　歳出の主なものでは、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金の給付など、物価高騰などへの
対応のため必要となった経費として、6億3,581万2千円、新型コロナウイルスのオミクロン株対応ワクチ
ン接種など、感染拡大防止のための経費として、7,640万円を追加するなどしました。

教育長に河村晋さん、教育委員会委員に鈴木厚子さん
　任期満了（9月30日）に伴い教育長の河村晋さんを再度任命するこ
と、堀祐子さんの後任の教育委員会委員に、鈴木厚子さんを任命する
ことが同意されました。

条例の一部改正など
　道路占用料および公共用物の使用料を改定するた
めの尾張旭市道路占用料条例及び尾張旭市公共用物
の管理に関する条例の一部改正についての議案、市道
路線の認定についての議案、尾張旭市立東部保育園
の指定管理者の指定についての議案などが原案どお
り可決されました。

決算の認定
　令和3年度一般会計歳入歳出決算や5特
別会計歳入歳出決算、水道・公共下水道事
業会計利益の処分及び決算と、令和4年3月
に解散し本市が事務承継した尾張旭市長久
手市衛生組合の令和3年度一般会計歳入歳
出決算が認定などされました。

河村晋さん 鈴木厚子さん

と 　 き 11月26日（土）午前9時から（10時30分まで受け付け。
受け付けしたかたから各自出発）

集合場所 維摩池北側芝生広場
内 　 容 さまざまに色付く植物を見ながら森林公園植物園内のウォーキングを楽しむ（約7㎞）
対 象 者 市内在住・在勤・在学で完歩できるかた（小学生以下は保護者同伴）
定 　 員 先着100人

費 　 用 200円（植物園入園料（年間パスポートをお持ちのかた、障害者手帳をお持ちのかた、中
学生以下は無料）。当日持参）

申し込み
方 法

11月1日（火）～24日（木）に右記二次元コードから、ファクス、メール、電話か
直接。ファクス、メールの場合は、参加者全員の①住所②氏名・ふりがな③年齢
④代表者の表示⑤代表者の電話番号を記入

そ の 他
●雨天中止（中止の場合は、当日午前7時にホームページでお知らせ。天候不順で開催
可否が不明な場合は、当日午前7時30分～8時に問い合わせください）●未舗装の坂道・
段差あり

　皆さんの知識や特技を生かして公民館で講師をしてみませんか。

応募資格 応募時に18歳以上のかた（高校生を除く） 募集件数 50講座程度

募集
ジャンル

①語学②趣味・教養③芸術（音楽・美術）④料理⑤パソコン⑥健康⑦親子向けなど、15歳
以上（中学生不可）を対象とした各種講座
※⑦のみ15歳以下のかたの参加可
※�営利目的、政治・宗教活動などに類するもの、野外活動、激しいスポーツや大きな音がす
るものは不可

応募件数 1人1件

講座の
回数・時間

●�回数／4・6・8回のいずれかを選択（講師経験がないかたは4回のみ。開催回数ごとに採
用数に上限あり）

●�時間／午前10時～正午、午後1時30分～3時30分、午後7時～9時のいずれか（祝日
を除く）

講座定員 7～20人 開講時期 令和5年6～12月（指定不可）
開講場所 中央公民館、地区公民館（指定不可）
謝礼 1回5,000円（所得税、交通費などを含む）

応募方法
11月1日（火）～18日（金）に企画書（中央公民館、各地区公民館で配布。ホームページか
らもダウンロード可）を中央公民館へ直接（土・日曜日、祝日を除く午前9時～午後5時）。
市民塾の講師経験のあるかたは郵送可（消印有効）

選考方法 ●1次審査／書類審査●2次審査／面談（市民塾の講師経験のあるかたは1次審査のみ）

応募・問い合わせ先/中央公民館（〒488-0803�東大道町山の内2410-2）�☎54-5300

申し込み・問い合わせ先/�市役所文化スポーツ課スポーツ係�☎76-8183、FAX.53-0401�
taiku@city.owariasahi.lg.jp
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